
１ 概要
運転者の皆さんにご自身の運転能力や運転特性を確認していただいて

交通事故の発生を未然に防止するため、主に高齢者の皆さんを対象にド
ライブレコーダーを使用した交通安全講習会を開催しています。

２ ドライブレコーダーを使用した交通安全教育とは
○ 受講者が普段運転している自動車に県警のドライブレコーダーを設
置して、運転免許センターや自動車教習所のコースを運転後、自己の
ドライブレコーダー映像を視聴しながら警察官から個別指導を受ける
ものです。

○ 自己のドライブレコーダー映像を基に個別指導を受けるので、運転
能力をより自覚しやすくなっております。

【個別指導の模様】

３ 講習会について
○ 場所

自動車教習所等のコースで実施することとなります。
コースは警察署が調整します。

○ 人数
最大20人

○ 時間
約３時間

＊ 人数、時間、内容等、お気軽にお問い合わせください。

４ 申し込み方法
各警察署（分庁舎）の交通課に申し込みをしてください。

参加・体験型交通安全講習会のご案内
～運転者向け（ドライブレコーダー使用）～

ドライブレコーダー

高齢運転者による交通事故は出会い頭に衝突する事故

が多いほか、主な事故の原因は一時不停止や安全不確認

などです。

みなさん！ドライブレコーダーを活用して、自分の運転を

再確認しましょう！!


